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議会運営委員会 

 

令 和 ８ 年 ２ 月 １ ７ 日 （ 火 ）               

午 前 １ ０ 時 ０ ０ 分 開  会               

 

○南委員長  皆さん、おはようございます。 

 ただいまより議会運営委員会を開催させていただきます。 

 本日は、令和８年第１回定例会に係る議会運営委員会ということでお集まりをい

ただきまして、誠にありがとうございます。 

 それでは、ここで市長より御挨拶をいただきます。 

○加藤市長  おはようございます。 

 本日は、令和８年第１回定例会のための議会運営委員会を開催していただきまし

て、誠にありがとうございます。 

 本定例会に上程いたします議案につきましては、議案第２号「尾鷲市特定乳児等

通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定について」から議案第３０号

「尾鷲市監査委員の選任について」までの計２９議案で、条例の制定議案が２件、

条例の一部改正議案が９件、条例廃止議案が１件及び議案第１４号「令和８年度尾

鷲市一般会計予算の議決について」から議案第２３号「令和７年度尾鷲市水道事業

会計補正予算（第４号）の議決について」までの予算議案が１０件並びに指定等の

議案が５件、選任議案が２件であります。また、人権擁護委員候補者の推薦につい

ての諮問が１件であります。 

 これら提出議案の詳細につきましては、総務課長より説明いたさせますので、ど

うぞよろしく御審査賜りますよう、お願い申し上げます。 

○南委員長  ありがとうございました。 

 それでは、早速ですが、提出議案についての説明をお願いいたします。 

○森本総務課長  総務課です。よろしくお願いいたします。 

 それでは、令和８年第１回尾鷲市議会定例会への提出議案につきまして御説明い

たします。 

 議案書のほうの１ページのほうを御覧ください。 

 初めに、議案第２号「尾鷲市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定め

る条例の制定について」につきましては、令和８年４月１日から乳児等通園事業の

給付制度を開始することに関して、事業者が乳児等支援給付費の支給に係る事業者



－２－ 

である旨の確認の基準を定めるため、新たに条例を制定するものであります。 

 次に、１２ページの議案第３号「尾鷲市乳児等通園支援事業に関する条例の制定

について」につきましては、公立のとちのもり保育園におきまして令和８年４月１

日から始まる乳児等通園支援事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定

めるため、新たに条例を制定するものであります。 

 次に、１４ページのほうを御覧ください。 

 議案第４号「尾鷲市行政手続条例の一部改正について」につきましては、国にお

きましてデジタル技術の進展を踏まえた規制の見直しを推進するため、書面による

掲示規制における行政手続法の一部改正が行われましたことに伴いまして、これに

準じた改正を行うため、条例のほうの一部を改正するものであります。 

 次に、１７ページを御覧ください。 

 議案第５号「職員の給与に関する条例及び尾鷲市一般職の任期付職員の採用等に

関する条例の一部改正について」につきましては、令和７年度人事院勧告に基づき

まして、通勤手当の見直し、期末勤勉手当支給月の支給の割合の整理を行うなどの

条例の一部を改正するものであります。 

 次に、２０ページのほうを御覧ください。 

 議案第６号「尾鷲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改

正について」につきましては、職員の給与条例に準じ、会計年度任用職員に係る給

料表を適用するなどの条例の一部を改正するものであります。 

 次に、４１ページのほうを御覧ください。 

 議案第７号「職員等の旅費に関する条例等の一部改正について」につきましては、

国家公務員等の旅費に関する法律の一部が改正されたこと、これに準じて職員等に

対しまして支給する旅費の取扱いの見直し、こちらのほうを行うため、条例の一部

を改正するものであります。 

 次に、５２ページを御覧ください。 

 議案第８号「尾鷲市放課後子ども総合プラン運営委員会設置条例の一部改正につ

いて」につきましては、尾鷲市放課後子ども総合プラン運営委員会の設置目的につ

きまして国の施策名が変更となったため、本市の実情に合わせた内容を詳細に明記

するよう条例の一部を改正するものであります。 

 次に、５４ページを御覧ください。 

 議案第９号「尾鷲市国民健康保険税条例の一部改正について」につきましては、

子育て世代への支援拡充を目的としまして、全世代で費用負担する子ども・子育て
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支援金制度、こちらが令和８年４月１日より開始されることに伴いまして、当該納

付金に係る区分を追加するとともに、地方税法施行令の改正に伴う賦課限度額の上

限を引き上げるため、条例の一部を改正するものであります。 

 次に、５９ページを御覧ください。 

 議案第１０号「尾鷲市都市公園条例及び尾鷲市運動施設の設置及び管理に関する

条例の一部改正について」につきましては、都市公園である国市浜公園内に新たに

野球場が建設されることに伴いまして、尾鷲市都市公園条例に有料公園施設の設置

を追加、また、使用料等については他の運動施設と同様に定めるため、条例の一部

を改正するものであります。 

 次に、６２ページを御覧ください。 

 議案第１１号「尾鷲市消防団条例の一部改正について」につきましては、消防団

員の減少や高齢化が進む中、地域防災力の維持強化、こちらのほうを図るため、団

員等の任命要件を見直すための条例の一部を改正するものであります。 

 次に、６４ページを御覧ください。 

 議案第１２号「尾鷲市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について」につき

ましては、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の補償基礎額等の

一部見直しに伴いまして、同様の改正を行うため、条例の一部を改正するものであ

ります。 

 次に、６６ページを御覧ください。 

 議案第１３号「旅館建築の規制に関する条例の廃止について」につきましては、

制定当時、特殊旅館業の新規営業を規制する法令がなかったため本条例は制定され

ておりましたが、その後、風営法及び旅館業法による規制が強化されたこと、同様

の規制が県において、三重県においても行われましたことから、本条例を廃止する

ものであります。 

 続きまして、議案第１４号から議案第２３号までの予算関連議案を主要事項説明

に基づき、概略を説明させていただきます。 

 まず、令和８年度当初予算主要事項説明の１ページのほうを御覧ください。 

 令和８年度当初予算につきましては、予算集計表にありますとおり、一般会計が

１３３億６０９万８,０００円で、前年度比１１億６,４６７万４,０００円の追加

であります。 

 また、特別会計は、国民健康保険事業会計が１６億７,２２１万７,０００円で、

４億９,８６０万４,０００円の減少、後期高齢者医療事業会計が７億３,４４５万
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１,０００円で、１９４万８,０００円の増加であります。 

 企業会計は、病院事業会計が５１億３,００３万８,０００円で、１,９３８万９,

０００円の減少、水道事業会計が９億６,００９万７,０００円で、５,５１８万円

の増加となっております。 

 次に、２ページを御覧ください。 

 一般会計の歳入であります。 

 主なものとして、１款市税は、前年度比６５７万９,０００円減の１８億５,３７

１万３,０００円であります。 

 ２款地方譲与税から８款環境性能割交付金までは、過去の実績等を勘案して計上

したもので、それぞれ記載のとおりであります。 

 次に、９款地方特例交付金は、前年度比５００万円増の１,２００万円を計上し

ておりまして、これは、軽自動車税環境性能割の減収補塡分として３３０万円、地

方揮発油譲与税減収補塡分として１７０万円、合わせて５００万円の増額を見込ん

だものであります。 

 次に、１０款地方交付税１億５,７６０万円増の４５億１,７００万円で、内訳は、

普通交付税が３８億５,２００万円、特別交付税が６億６,５００万円であります。 

 次に、１２款分担金及び負担金は、１,７２１万８,０００円増の７,２３１万５,

０００円であります。 

 次に、１４款国庫支出金は、２億２,９３０万３,０００円減の１４億９,８２５

万７,０００円で、津波避難タワー整備事業に対する防災安全交付金９,２７０万円

の増、商品券発行事業に対する物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金１億８,

６７７万円の増及び多目的スポーツフィールド整備事業に対する社会資本整備総合

交付金４億５,２５１万５,０００円の減等が主な要因であります。 

 次に、１５款県支出金は、１,８３２万６,０００円減の６億７,３０１万４,００

０円で、津波避難タワー整備事業に対するいのちを守る防災・減災総合補助金２,

３１７万５,０００円の増及び参議院議員及び三重県知事選挙執行委託金４,０４９

万８,０００円の減等によるものであります。 

 １７款寄附金、ふるさと応援寄附金４億円を計上しております。 

 次に、１８款繰入金は、３億１,４３１万９,０００円増の１４億５,９１５万５,

０００円で、主なものとしまして、財政調整基金繰入金が７億１,９５４万１,００

０円、ふるさと応援基金繰入金が４億５,３５３万７,０００円、また、広域ごみ処

理施設整備事業に対しまして、公共施設等基金から５,０００万円を繰り入れてい
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るほか、体育文化会館・中央公民館耐震長寿命化整備事業の木質化工事に対しまし

て、森林環境譲与税基金から１億５５４万９,０００円の繰入金を計上しておりま

す。 

 次に、２０款諸収入、４,８２２万９,０００円減の１億６,９２１万４,０００円

で、デジタル基盤改革支援補助金９,１１９万５,０００円の減が主なものでありま

す。 

 次に、２１款市債、９億６,４５０万円増の１９億１,９４０万円で、東紀州環境

施設組合施設整備事業債４億２,２２０万円の増、体育文化会館・中央公民館耐震

長寿命化整備事業に対する社会教育施設等整備事業債８億４９０万円の増等による

ものであります。 

 続きまして、３ページを御覧ください。 

 歳出であります。 

 款別の予算額につきましては記載のとおりでございますので、御参照のほど、お

願いいたします。 

 次に、４ページを御覧ください。 

 性質別歳出の一覧であります。 

 主なものとして、まず、人件費につきましては、前年度比８,４４３万円増の１

９億６,４７９万７,０００円で、人事院勧告による給与費の増等が主な要因であり

ます。 

 次に、物件費は、１億７,３０２万３,０００円増の２３億７,６４８万円で、商

品券発行事業業務委託料１億７,７９６万８,０００円の増加等が主な要因でありま

す。 

 一つ飛ばしまして、扶助費につきましては、４０３万６,０００円増の１９億２

８万９,０００円であります。 

 また、補助費等は、６億７,７８９万３,０００円増の２６億４,１９３万９,００

０円で、主な増加要因は、東紀州環境施設組合負担金４億９,１７２万２,０００円、

病院事業会計負担金９,２７６万１,０００円、三重紀北消防組合負担金３,００３

万１,０００円のそれぞれの増加であります。 

 次に、公債費につきましては、９７９万４,０００円減の９億２,５７６万３,０

００円、積立金につきましては、２,０８３万５,０００円減の２億６,５８６万円、

一つ飛びまして、繰出金につきましては、１,１４２万８,０００円増の１２億３,

１８５万１,０００円であります。 
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 次に、投資的経費は、２億３,７５６万１,０００円増の１９億１,５０７万４,０

００円で、うち、補助事業費７億３,９０８万円の減額、こちらは多目的スポーツ

フィールド整備事業９億５０３万円の減、津波避難タワー整備事業１億３,９０５

万円の増等が主な要因であります。 

 また、単独事業費９億２,７１４万１,０００円の増額は、体育文化会館及び中央

公民館耐震長寿命化整備事業９億８,８８０万４,０００円の皆増が主な要因であり

ます。 

 県営事業負担金につきましては４,９５０万円の増額で、街路事業地元負担金５,

０００万円の増が主な要因であります。 

 続きまして、５ページから１８ページまでは、一般会計の歳出の主要事項につい

て款別に取りまとめましたので、御参照のほど、お願いいたします。 

 続きまして、１９ページのほうを御覧ください。 

 債務負担行為であります。 

 議場映像音響システム等更新リース料をはじめ、計７件について債務負担行為を

設定するもので、それぞれの期間及び限度額については記載のとおりであります。 

 次に、２０ページを御覧ください。 

 国民健康保険事業特別会計につきましては、歳出の２款保険給付費の減少見込み

等により、歳入歳出それぞれ、前年度比４億９,８６０万４,０００円減の１６億７,

２２１万７,０００円であります。 

 ２１ページを御覧ください。 

 後期高齢者医療事業特別会計につきましては、歳出の１款総務費増加等によりま

して、歳入歳出それぞれ、前年度比１９４万８,０００円増の７億３,４４５万１,

０００円であります。 

 次に、２２ページを御覧ください。 

 病院事業会計であります。 

 まず、収益的収入及び支出につきましては、収入が、医業収益９,２８０万３,０

００円の増加、医業外収益８,８８４万５,０００円の増加により、前年度比１億８,

１６４万８,０００円増の４２億４,７９２万８,０００円、支出が医業費用１億４,

０８２万７,０００円の増加、医業外費用２１６万円の減少により、前年度比１億

３,８６６万７,０００円増の４６億６,２９９万円であります。 

 また、資本的収入及び支出につきましては、収入が、企業債４９０万円の増加、

負担金１億３６１万２,０００円の減少によりまして、前年度比９,８７１万２,０
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００円減の３億４,５０７万１,０００円、支出が建築改良費４９６万８,０００円

の増加、企業債償還金１億６,２４２万４,０００円の減少等によりまして、１億５,

８０５万６,０００円減の４億６,７０４万８,０００円であります。 

 債務負担行為につきましては、学資貸与金など計２件で、それぞれの期間、限度

額は記載のとおりとなっております。 

 次に、２３ページを御覧ください。 

 水道事業会計であります。 

 まず、収益的収入及び支出につきましては、収入が営業収益１,４７２万５,００

０円減少等により、前年度比１,２２７万９,０００円減の５億６,４８９万６,００

０円、支出が営業費用１,７８１万７,０００円の増、営業外費用１,０８８万４,０

００円の減少により、前年度比６９３万３,０００円増の５億２,３８４万２,００

０円であります。 

 また、資本的収入及び支出につきましては、収入が、負担金４,５５０万９,００

０円、企業債１,３５０万円のそれぞれの増加により、前年度比５,９００万９,０

００円増の１億２,２８５万４,０００円、支出が、建設改良費６,３５６万円の増

加等により、前年度比６,７４５万９,０００円増の３億９,５２０万１,０００円で

あります。 

 債務負担行為につきましては、水道窓口及び検針収納業務など計２件で、それぞ

れ期間、限度額は記載のとおりとなっております。 

 当初予算につきましては、以上であります。 

 続きまして、令和７年度の補正予算について説明させていただきます。 

 一般会計補正予算（第１２号）主要事項説明の１ページのほうを御覧ください。 

 今回の補正につきましては、予算集計表にありますとおり、一般会計が、歳入歳

出それぞれ５億４,０７１万５,０００円の増額、特別会計では、国民健康保険事業

会計が７,１９４万３,０００円の減額、後期高齢者医療事業会計が２,２９６万９,

０００円の増額であります。 

 また、企業会計の病院事業会計では、歳入が１億３６万８,０００円の減額、歳

出が４０７万３,０００円の増額、水道事業会計では、歳入が７０７万３,０００円、

歳出が２５８万９,０００円のそれぞれの減額であります。 

 ２ページのほうを御覧ください。 

 一般会計補正予算の歳入であります。 

 主なものといたしまして、１款市税７,５８９万円の増額は、市民税、固定資産
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税等、調定額が当初見込みを上回ったものであります。 

 次に、１０款地方交付税１億８,８２６万６,０００円の増額は、普通交付税の追

加交付によるものであります。 

 次に、１４款国庫支出金１億９,７５０万６,０００円の増額は、津波避難タワー

整備事業に対する防災安全交付金２億３,５３０万円の増額等によるものでありま

す。 

 次に、１５款県支出金が２,２６０万６,０００円の増額は、同じく津波避難タワ

ー整備事業に対するいのちを守る防災・減災総合補助金５,８８２万５,０００円の

増額等によるものであります。 

 次に、１６款財産収入２３６万円の減額は、流木売払収入３８８万円の減額等に

よるものであります。 

 次に、１７款寄附金２０１万円の減額は、地方創生応援寄附金として、５者から

計７９９万円を御寄附いただいたほか、藻類養殖試験事業を実施するため、募集し

ていました寄附がなかったことによりまして、１,０００万円を減額するものであ

ります。 

 次に、１８款繰入金２,７１５万７,０００円の増額は、後期高齢者医療事業会計

からの前年度精算金３,３３４万１,０００円の収入等によるものであります。 

 次に、２０款諸収入２２５万３,０００円の減額は、デジタル基盤改革支援補助

金６５０万６,０００円の減額、Ｊ－クレジット販売収入３５２万円の増額等によ

るものであります。 

 次に、２１款市債３,５９０万円の増額は、過疎債（ハード分）の配分額増加に

よるもののほか、津波避難タワー整備事業債５,８８０万円の増額等によるもので

あります。 

 続きまして、３ページを御覧ください。 

 歳出であります。 

 款別の補正額につきましては、記載のとおりであります。このうち主なものにつ

きまして、４ページの歳出明細書で御説明いたします。内容につきましては、事業

費の精算による減額以外のもの、こちらを中心に説明させていただきます。 

 まず、各款共通の人件費のうち、一般職の職員手当４,６０２万４,０００円の増

額は、退職手当の増額等によるものであります。 

 次に、総務費のうち、一般管理費の情報化推進事業で、ガバメントクラウド利用

料が４３６万８,０００円の増額、また、財産管理費の基金積立金は、今回の補正
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に伴う財政調整基金積立金３億３,６９８万６,０００円及び普通交付税の追加交付

等に伴う減債基金積立金１,７６２万円、ゼロカーボンシティ推進基金積立金７３

２万円のそれぞれ増額が主なものであります。 

 次に、防災費の防災施設整備事業は、令和７年度事業費の追加申請が認められた

ことによりまして、津波避難タワー整備工事費請負費３億５,２９５万円の増額で

あります。 

 続きまして、５ページを御覧ください。 

 民生費の社会福祉総務費、国民健康保険事業特別会計繰出金７５４万５,０００

円の増額は、保険基盤安定繰出金等の額の確定によるものであります。 

 次に、老人福祉費のうち、老人福祉施設援護事業の地域介護・福祉空間整備等施

設整備補助金７７３万円の増額は、市内事業者が実施します非常用自家発電設備整

備事業に対する国からの交付金を同額補助金として交付するものであります。 

 次に、後期高齢者医療費の後期高齢者医療事業特別会計繰出金１,２４１万１,０

００円の減額は、保険基盤安定繰出金等の額の確定によるものであります。 

 また、児童措置費の保育所等運営費（施設型給付費）３,１９９万７,０００円の

減額は、見込額の減少によるものであります。 

 次に、６ページを御覧ください。 

 衛生費のうち、中段やや下の斎場管理費、斎場指定管理料につきましては、燃料

使用量の増加に伴い、１１万７,０００円を増額するものであります。 

 また、衛生費の最下段にあります病院事業会計負担金２２９万６,０００円の増

額は、周産期医療に要する経費が人事院勧告の影響で増加したことに伴うものであ

ります。 

 次に、農林水産業費のうち、下段にあります管理費のみんなの森プロジェクト事

業につきましては、企業版ふるさと納税獲得手数料４１９万８,０００円の増額が

主なものであります。 

 ７ページを御覧ください。 

 水産振興費の藻類養殖試験業務委託料につきましては、本事業に対する寄附がな

かったことから、１,０００万１,０００円を減額するものであります。 

 以降の土木費、消防費、教育費、こちらにつきましては、事業費の精算に伴う減

額が主なものとなっております。 

 続きまして、８ページのほうを御覧ください。 

 繰越明許費であります。 
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 追加６件につきましては、津波避難タワー整備事業から社会教育施設整備事業ま

での記載のとおりでございまして、それぞれ、年度内での事業実施が困難であるた

め、翌年度へ繰り越すものであります。 

 次に、債務負担行為補正であります。 

 まず、追加１件につきましては、燃料使用量の増加に伴い、尾鷲市斎場指定管理

料追加分として、期間を令和８年度から９年度、限度額を２８万円と定めるもので

あります。 

 また、変更１件につきましては、プロポーザルの結果により、尾鷲市コミュニテ

ィバス尾鷲地区及び須賀利地区指定管理料の限度額１６２万６,０００円を減額し、

２,２７８万３,０００円に変更するものであります。 

 次に、９ページを御覧ください。 

 国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号）であります。 

 歳入歳出それぞれ７,１９４万３,０００円減額するもので、歳入の主なものは、

１款国民健康保険税１,７５５万３,０００円の増額、２款県支出金は、普通交付金

の減額等により９,７０９万５,０００円の減額、４款繰入金は、一般会計からの繰

入金７５４万５,０００円の増額であります。 

 歳出につきましては、２款保険給付費１億円の減額、６款基金積立金２,８８８

万４,０００円の増額が主なものであります。 

 続きまして、１０ページを御覧ください。 

 後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号）であります。 

 歳入歳出それぞれ２,２９６万９,０００円を増額するもので、歳入につきまして

は、１款後期高齢者医療保険料２０３万９,０００円の増額、２款繰入金が一般会

計からの繰入金１,２４１万１,０００円の減額、４款諸収入につきましては、後期

高齢者医療広域連合からの前年度精算金３,３３４万１,０００円の増額であります。 

 歳出につきましては、２款広域連合負担金１,０３７万２,０００円の減額、３款

諸支出金は、一般会計への繰出金３,３３４万１,０００円の増額であります。 

 次に、１１ページを御覧ください。 

 病院事業会計補正予算（第３号）であります。 

 まず、収益的収入及び支出の収入は、入院患者数の減少により、医業収益が１億

２,０３２万４,０００円の減額、医業外収益は、一般会計からの周産期医療に対す

る負担金２２９万６,０００円及び地域連携周産期支援事業補助金等１,９３６万円

の増額により、計２,１６５万６,０００円の増額であります。 
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 支出は、退職給付金２,７５７万７,０００円の増額及び経費の実績見込みに伴う

減額によりまして、医業費用が６９７万７,０００円の増額、控除対象外消費税の

減額等により、医業外費用が１２７万４,０００円の減額であります。 

 また、資本的収入及び支出の収入は、企業債が１７０万円の減額、支出は、入札

により医療機器購入費等の減額によりまして、建設改良費１６３万円の減額であり

ます。 

 次に、１２ページを御覧ください。 

 水道事業会計補正予算（第４号）であります。 

 まず、収益的収入及び支出の収入では、営業収益が２２万６,０００円の減額、

また、預金利息等の増額によりまして、営業外収益が１９５万３,０００円の増額、

特別利益が１３万円の増額で、計１８５万７,０００円の増額であります。 

 支出につきましては、経費の実績見込みに伴う減額等により、営業費用が１９７

万７,０００円の減額、営業外費用は消費税納付額の増額により７３万円の増額、

特別損失は、減価償却費の計上漏れによりまして２５０万２,０００円の増額で、

計１２５万５,０００円の増額であります。 

 また、資本的収入及び支出の収入は、一般会計からの負担金５２３万円及び企業

債３７０万円のそれぞれの減額によりまして、計８９３万円の減額、支出につきま

しては、建設改良費が３８４万４,０００円の減額であります。 

 予算関連議案の説明は以上であります。 

 次に、議案書のほうをお願いいたします。 

 議案書の７８ページをお願いいたします。 

 議案第２４号「尾鷲市過疎地域持続的発展計画について」につきましては、令和

３年度に策定いたしました計画が計画期間の終了を迎えますことから、新たに令和

８年度から令和１２年度を計画期間とした尾鷲市過疎地域持続的発展計画を策定し

たいので、尾鷲市議会基本条例第９条第３号の規定により、議会の議決を求めるも

のであります。 

 次に、議案第２５号「尾鷲市コミュニティバスの指定管理者の指定について」か

ら議案第２７号「尾鷲市民文化会館の指定管理者の指定について」までにつきまし

ては、公の施設管理の指定管理者の指定を行うため、地方自治法第２４４条の２第

６項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 各議案に係る指定管理者との指定期間につきましては、７９ページのほうを御覧

ください。 
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 議案第２５号「尾鷲市コミュニティバスの指定管理者の指定について」につきま

して、指定管理者を三重交通株式会社とし、指定の期間を令和８年４月１日から令

和９年３月３１日までの１年間とするものであります。 

 次に、８０ページをお願いいたします。 

 議案第２６号「尾鷲市高齢者サービスセンターの指定管理者の指定について」に

つきましては、指定管理者を社会福祉法人尾鷲市社会福祉協議会とし、指定の期間

を令和８年４月１日から令和１１年３月３１日までの３年間とするものであります。 

 次に、８１ページを御覧ください。 

 議案第２７号「尾鷲市民文化会館の指定管理者の指定について」につきましては、

指定管理者を公益財団法人尾鷲文化振興会とし、指定の期間を令和８年４月１日か

ら令和１１年３月３１日までの３年間とするものであります。 

 次に、８２ページのほうを御覧ください。 

 議案第２８号「尾鷲市道路線の認定について」につきましては、宅地開発に伴い

設置されました道路等の４路線を新たに市道路線として認定を行うに当たり、道路

法第８条第２項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 次に、８７ページを御覧ください。 

 議案第２９号「尾鷲市公平委員会委員の選任について」につきましては、本市の

公平委員会委員は３人の委員で構成されており、そのうち、南進氏が本年３月３１

日に任期満了となりますが、引き続き委員として再任いたしたく、地方公務員法第

９条の２第２項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

 次に、８９ページを御覧ください。 

 議案第３０号「尾鷲市監査委員の選任について」につきましては、識見を有する

者のうちから選任する監査委員である民部俊治氏が本年２月２８日に任期満了とな

るため、新たに、人格が高潔で、財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関

し優れた識見を有する西謙一氏を選任いたしたく、地方自治法第１９６条第１項の

規定により、議会の同意を求めるものであります。 

 最後に、諮問第１号「人権擁護委員候補者の推薦について」につきまして説明い

たします。 

 議案の９１ページを御覧ください。 

 本市の人権擁護委員は７人の委員で構成されており、そのうち、濱野公壽氏の委

員の任期が本年６月３０日に任期満了となることから、人格、識見高く、広く社会

の実情に通じ、人権擁護について理解がある濱野公壽氏を引き続き人権擁護委員に
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推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求める

ものであります。 

 以上をもちまして提出議案の説明とさせていただきます。よろしく御審議のほど、

お願いいたします。 

○南委員長  ありがとうございました。 

 提出議案の説明は以上であります。 

 ただいまの説明に対して特に御質疑等がある方は、御発言をお願いいたします。 

 よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○南委員長  ないようですので、議員派遣について事務局より説明をお願いしま

す。 

○高芝議会事務局長  それでは、議員派遣について説明させていただきます。 

 まず、一つ目は、４月２３日に静岡市において開催予定の第１０９回東海市議会

議長会定期総会、二つ目は、５月２０日に名張市で開催予定の第１７２回三重県市

議会議長会定期総会に係るものでございます。 

 いずれも議長と共に仲明副議長が出席することから、地方自治法第１００条第１

３項及び会議規則第１６６条の規定により、議決をいただくものでございます。 

 なお、この議員派遣につきましては、本定例会最終日に議決いただく予定として

おりますので、よろしくお願いいたします。 

 説明は以上でございます。 

○南委員長  ありがとうございます。 

 それでは、次に、会期及び議事日程（案）と各発言通告の提出期限につきまして、

事務局に一括して説明をお願いいたします。 

○高芝議会事務局長  それでは、会期及び議事日程案について説明させていただ

きます。 

 会期は、２月２４日火曜日から３月１７日火曜日までの２２日間の予定でござい

ます。 

 ２月２４日午前１０時に本会議を開会いたしまして、会議録署名議員の指名、会

期決定の後、議案上程、提案説明（審議留保）、これは、先ほど執行部より説明が

ございました議案第２号「尾鷲市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定

める条例の制定について」から議案第２８号「尾鷲市道路線の認定について」まで

の２７議案についてでございます。 
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 次に、議案上程、提案説明、質疑、討論、採決、これは、議案第２９号「尾鷲市

公平委員会委員の選任について」及び議案第３０号「尾鷲市監査委員の選任につい

て」の人事案件２議案についてでございます。 

 次に、提案説明、質疑、討論、採決、これは、諮問第１号「人権擁護委員候補者

の推薦について」の人事案件についてでございます。 

 なお、議案第２９号、議案第３０号及び諮問第１号の人事案件３件の取扱いにつ

きましては、提案説明の後、質疑を行っていただき、委員会付託を省略する形で討

論、採決を行う予定とさせていただいております。 

 次に、２５日水曜日から２７日金曜日までは議案調査のため休会、２８日、３月

１日は土日のため休会となります。 

 ２日月曜日午前１０時より本会議開会、審議の内容といたしましては、定例会初

日に提案説明され、審議留保となっております議案第２号から議案第２８号までの

２７議案に対する質疑を行っていただき、委員会付託の後、一般質問に入っていた

だきます。 

 ５日木曜日から１３日金曜日までは、土日を除きまして、それぞれ午前１０時よ

り行政常任委員会を開催していただきます。 

 １６日月曜日は予備日とし、１７日火曜日午前１０時より本会議を再開していた

だきまして、付託議案の委員会における審査経過等に関する委員長報告、委員長報

告に対する質疑、討論、採決などを行い、閉会となる予定でございます。 

 それでは、次に、各発言通告書の提出期限についてでございますが、まず、一般

質問発言通告書提出期限につきましては２月２５日水曜日の午前１１時まで、次に、

議案質疑発言通告書提出期限につきましては、議案第２９号及び第３０号、諮問第

１号につきましては２月２０日金曜日の午前１１時、その他の議案につきましては

２月２５日水曜日の午前１１時まで、次に、討論発言通告書提出期限につきまして

は、議案第２９号及び議案第３０号、諮問第１号につきましては２月２０日金曜日

の午前１１時、その他の議案につきましては３月１６日月曜日の午前１１時までと

させていただいております。 

 なお、ただいま議案付託表（案）のほうを通知させていただきましたので、御確

認いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 説明は以上でございます。 

○南委員長  ありがとうございます。 

 ただいまの説明に対して御質疑のある方は、御発言をお願いいたします。 
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 よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○南委員長  それでは、ないようですので、議長から発言を求められております

ので、これを許可したいと思います。 

○小川議長  定例会初日の２月２４日の日は、９時５５分から市民憲章の唱和を

お願いしたいと思いますので、９時５５分までに議場に入っていただきたい、その

ように思います。 

 なお、演壇において唱和いただく方につきましては、西野議員にお願いしたいと

思いますので、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○小川議長  そうしたいと思います。 

 以上でございます。 

○南委員長  ありがとうございます。 

 今回の第１回定例会の市民憲章の唱和は西野議員さんということで決定いたしま

したので、よろしくお願いをいたします。 

 他になければ、これで議会運営委員会を閉じますが、よろしいでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○南委員長  ないようですので、議会運営委員会を終了いたします。ありがとう

ございました。 

（午前１０時４７分 閉会） 


